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コロナ禍での東京五輪開催中止の決断を求める意見書（案）

現在、国際オリンピック委員会（ＩОＣ）、公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪО

Ｃ）及び日本政府、東京都は、2021年の東京オリンピック・パラリンピック開催を強行しよ

うとしています。ところが、周知のように東京をはじめ国内各地で、さらには世界各国では今

日に至るまで新型コロナウイルス感染拡大で深刻な状況が続いています。有効な予防策として

開始されたワクチン接種の立ち遅れも深刻であり、感染防止の決定打となるにはまだまだ時間

を要する状況です。

このような状況下で、約２ヶ月後の東京オリンピック・パラリンピックを安全に開催できる

と考えることは極めて難しい事態です。特に選手の方々は、感染拡大が心配な東京・日本の中

で感染のストレスにたえずさらされ、厳しい制限を課せられて、満足のいくパフォーマンスを

発揮することは大変困難と思われます。コロナ禍での五輪開催は、オリンピック憲章にも定め

られている根本原則にある「平和でよりよい世界をつくることに貢献する」という目的から逸

脱することになります。

さらに、東京オリンピック・パラリンピックを７・８月に開催するためには、たくさんの医

療従事者の方々をはじめ、医療施設や医療設備などの貴重な資源が必要となります。ただでさ

え深刻な不足に直面している医療資源を五輪に回すことは、コロナ禍で疲弊している医療従事

者の方々をさらに苦しめ、住民や参加者の不安や心配は一層高まり、いのちや暮らしを危険に

さらすことになります。

６月２日の衆院厚生労働委員会において尾身会長は東京オリンピック・パラリンピックをめ

ぐって「今のパンデミックの状況で開催するのは普通はない。」と指摘しています。さらに国

民世論の６～８割がコロナ禍での五輪の延期や中止を求めており、大会スポンサーの新聞社も

五輪中止の社説を掲載したほどです。

人々の命と暮らしを守ることが、自治体の本義・責務であります。日本政府・東京都として

国民の命を守ることを最優先に、コロナ禍での東京五輪開催は一刻も早く中止の決断をし、東

京五輪中止をＩОＣに求めるべきです。

以上のことから、地方自治法第99条により、下記事項について意見書を提出します。

記

１ 日本政府・東京都は国民の命と暮らしを最優先に、今夏、コロナ禍における東京五輪開催

は中止の決断をし、強くＩОＣに求めること。

２ 東京五輪中止によって利用可能になった各資源を、コロナの感染拡大防止対策に活用する

こと。
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